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令和５年度運営指導における指導事項について 

 

１ 個別サービスに関する事項 

 小規模多機能型居宅介護 

○居宅サービス計画書の変更（医療系サービスを位置付ける際）に伴う主治医について 

〔事例〕  

当該居宅サービス計画の変更に伴い，新規に訪問看護が位置付けられている事例があったが，事前に

主治の医師等から指示がない状況であり，居宅サービス計画を作成した後に，当該計画を主治の医師に

交付することもしていなかった。 

居宅サービス計画に訪問看護，通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合には，当該

医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合にのみ行うこととなります。また，主治の医師等の意

見により，医療サービスを位置付けた場合は，居宅サービス計画を医師等に交付することが必要ですの

で，十分御注意ください。 
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